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医療提供体制の課題と今後

Ⅰ．医療機関の課題と方向

（１）地域医療構想：課題と今後
（２）患者の受診行動と病院の機能区分：重点医療機関と選定療養
（３）外来医療計画/外来機能報告：外来機能の透明化、医師の地域偏在対策
（４）かかりつけ医機能：機能と制度
（５）遠隔医療の推進：コロナ＋医療DX→拡大

Ⅱ．医師関連の課題と方向

（１）医師の働き方改革：勤務医の長時間労働規制
（２）医師の地域偏在対策：

Ⅲ．その他

（１）感染症対策：医療計画に加わる
（２）医薬品の安定供給：安定供給とドラッグ・ラグ
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金融・税制優遇財政支援等制度改正等主な経緯年度

○地域医療構想に係る優遇融
資
・増改築費用、長期運転資金

○地域医療介護総合確保基金の
創設
・地域医療構想の達成に向けた
医療機関の施設又は設備の整
備に関する事業

○医療法改正（H26年公布）
・地域医療構想、病床機能報告制度の創設
・病床機能報告における過剰な医療機能への転換時の対応
・地域医療構想調整会議の協議が整わないとき等の対応
・非稼働病床の削減に向けた対応

病床機能報告の開始
全都道府県で地域医療
構想を策定

～H28

○通知：地域医療構想の進め方について
・具体的対応方針のとりまとめ
・新たな医療機関の開設の許可申請への対応（不足する医療
機能の提供に係る条件付き許可を付す場合の整理）
・非稼働病棟を有する医療機関への削減に向けた対応（地域
医療構想調整会議での説明等）
・地域医療構想調整会議の年間スケジュールの作成

公立・公的医療機関に
おいて、先行して対応
方針の策定

H29

H30

○医療法改正(地域医療構想の実現のため知事権限の追加)
・新たな医療機関の開設等の許可申請への対応（将来の病床
の必要量を超える場合の対応）

○通知：地域医療構想調整会議の活性化に向けた方策
・都道府県単位の地域医療構想調整会議、都道府県主催研修
会、地域医療構想アドバイザーの設置等

○通知：地域の実情に応じた定量的な基準の導入
・定量的基準の導入

○地域医療構想実現のための
特別償却制度
・法人税優遇措置

○通知：公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証等
について
・具体的対応方針の再検証等の実施

公立・公的医療機関等の
具体的対応方針の再検証

R1

○病床機能再編支援事業の開始
○重点支援区域の開始

R2

○認定再編計画に係る登録免
許税優遇措置

○医療介護総合確保法改正
・再編計画の認定制度創設
・病床機能再編支援事業基金
化

R3

○認定再編計画に係る不動産
取得税優遇措置
○認定再編計画に係る優遇融
資
・増改築費用、長期運転資金

○通知：地域医療構想の進め方について
・対応方針の策定や検証・見直しの実施
・検討状況の定期的な公表

医療機関の対応方針の
策定や検証・見直し

R4

R５

※制度・支援・優遇については、開始以降、継続的に実施。

地域医療構想に関する主な経緯や都道府県の責務の明確化等に係る取組・支援等
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2026年度2025年度2024年度2023年度2022年度

新たな構想に
基づく取組

都道府県における
策定作業・制度的対応国における検討新しい地域医療構

想の検討・取組

く取組構想に基づ現行の地域医療構
想の取組

2025年以降における地域医療構想について
○ 地域医療構想については、これまでもPDCAサイクルや都道府県の責務の明確化による取組の推進を 行
ってきており、現在の2025年までの取組を着実に進めるために、PDCAも含め責務の明確化による取組の
強化を図っていく。
〇 さらに、2025年以降についても、今後、高齢者人口がピークを迎えて減少に転ずる2040年頃を視野に入
れつつ、新型コロナ禍で顕在化した課題を含め、中長期的課題について整理し、新たな地域医療構想を策定
する必要がある。そのため、現在の取組を進めつつ、新たな地域医療構想の策定に向けた課題整理・検討
を行っていく。

（検討のスケジュールのイメージ）

全世代型社会保障構築会議 議論の中間整理（令和４年５月17日）
６．医療・介護・福祉サービス
○ 今後の更なる高齢化の進展とサービス提供人材の不足等を踏まえると、医療・介護提供体制の改革や社会保障制度基盤の強化の取組は必須で
ある。まずは、「地域完結型」の医療・介護提供体制の構築に向け、地域医療構想の推進、地域医療連携推進法人の活用、地域包括ケアシステムの
整備などを、都道府県のガバナンス強化など関連する医療保険制度等の改革と併せて、これまでの骨太の方針や改革工程表に沿って着実に進め
ていくべきである。

加えて、今回のコロナ禍により、かかりつけ医機能などの地域医療の機能が十分作動せず総合病院に大きな負荷がかかるなどの課題に直面し
た。かかりつけ医機能が発揮される制度整備を含め、機能分化と連携を一層重視した医療・介護提供体制等の国民目線での改革を進めるべきであ
る。
2025年までの取組となっている地域医療構想については、第８次医療計画（2024年～）の策定とあわせて、病院のみならずかかりつけ医機能や在
宅医療等を対象に取り込み、しっかり議論を進めた上で、さらに生産年齢人口の減少が加速していく2040年に向けたバージョンアップを行う必要があ
る。

令和４年11月28日 第93回社会保障審議会医療部会 資料３-３
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89.5
万床

急性期
53.6万床（45％）

高度急性期
16.0万床（13%）

５
慢性期

29.9万床（25％）

回復期
20.6万床（17%）

急性期
59.6万床（48％）

高度急性期
16.9万床（14%）

慢性期
35.5万床（28％）

回復期
13.0万床（10%）

2015年度病床機能報告
（各医療機関が病棟単位で報告）※6

90.1
万床

0.4万床増

1.3万床減

1.3万床増

1.3万床減

約0.9万床減

2021年度病床機能報告
（各医療機関が病棟単位で報告）※6

1.33

急性期
54.9万床（45％）

高度急性期
15.5万床（13％）

慢性期
31.2万床（26％）

回復期
19.3万床（16%）

89.7
万床

2025年見込
合計 120.1万床 ※1

2021年
合計 121.0万床

76.5
万床

1.4万床減

4.7万床減

6.3万床増

4.3万床減

70.5
万床

69.6
万床

2015年
合計 125.1万床

※1：2021年度病床機能報告において、「2025年7月1日時点における病床の機能の予定」として報告された病床数
※2：対象医療機関数及び報告率が異なることから、年度間比較を行う際は留意が必要
（報告医療機関数/対象医療機関数（報告率） 2015年度病床機能報告：13,863/14,538（95.4％）、2021年度病床機能報告：12,484/12,891（96.8％））

※3：端数処理をしているため、病床数の合計値が合わない場合や、機能ごとの病床数の割合を合計しても100％にならない場合がある
※4：平成25年度(2013年度) のＮＤＢのレセプトデータ及びＤＰＣデータ、国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成25年(2013年）3月中位推計）』等を
用いて推計

※5：高度急性期のうちICU及びHCUの病床数（*）：19,645床（参考 2020年度病床機能報告：18,482床）
*救命救急入院料1～4、特定集中治療室管理料1～4、ハイケアユニット管理料1・2のいずれかの届出を行っている届出病床数

するのではなく、詳細な分析や検討を行った上で地域医療構想調整会議で協議を行うことが重要。

出典：2021年度病床機能報告

※6：病床機能報告の集計結果と将来の病床の必要量は、各構想区域の病床数を機械的に足し合わせたものであり、また、それぞれ計算方法が異なることから、単純に比較

急性期
40.1万床（34％）

回復期
37.5万床（31％）

高度急性期
13.1万床（11％）

慢性期
28.4万床（24％）

地域医療構想における2025年の病床の必要量
（入院受療率や推計人口から算出した2025年の医療
需要に基づく推計（平成28年度末時点））※4※6

合計 119.1万床

53.2
万床

90.7
万床

資料２第５回地域医療 構想及 び医師 確保計画 に
関 す る ワ ー キ ン グ グ ル ー プ

一部改日６１月６年４和令
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再検証対象医療機関のうち
措置済を含む検証済の医療機関（228病院分）の病床機能・病床数

○ 平成29年から令和７年にかけて、全体の病床数は3.68万床から3.39万床に減少する見込み。
○ そのうち、急性期病床は2.38万床（65％）から1.72万床(51％）に、慢性期病床は0.66万床（18％）から0.54万
床（16％）に減少する見込みであり、高度急性期病床は0.04万床（1.1%）から0.05万床（1.5%）に、回復期病床
は0.60万床（16％）から1.09万床（32％)に増加する見込みである。
○ 令和７年７月までに病床機能あるいは病床数を変更する予定の病院は、190病院で全体の83%であり、そのうち
令和４年９月までに病床機能あるいは病床数を変更した病院は166病院で73％である。

令和７年７月ま

でに病床機能あ
るいは病床数を

変更する方針

436のうち現時

点の有効回答数
のうち合意済み

うち令和４年９
月までに変更

166病院190病院228病院
(72.8%)(83.3%)(100.0%)慢性期

0.66万床
慢性期

0.60万床
慢性期

0.54万床

回復期

0.60万床

回復期

0.96万床

回復期

1.09万床

急性期

2.38万床

急性期

1.88万床
急性期

1.72万床

高度急性期

0.04万床 高度急性期

0.05万床
高度急性期

0.05万床

合計 3.68万床

合計 3.49万床
合計 3.39万床

2017 2022 2025

平成29年7月から令和７年７月までの病床機能・病床数との比較

＋0.01万床 ▲0.01万床

▲0.50万床 ▲0.16万床

▲0.19万床
▲0.10万床

＋0.36万床 ＋0.13万床

▲0.06万床 ▲0.06万床

平成29年７月 令和４年９月 令和７年７月
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 「ICU→高度急性期」「回復期リハ病棟→回復期」「療養病棟→慢性期」など、どの
医療機能と見なすかが明らかな入院料の病棟は、当該医療機能として扱う。

 特定の医療機能と結びついていない一般病棟・有床診療所の一般病床・地域包括ケア
病棟（周産期・小児以外）を対象に、具体的な機能の内容に応じて客観的に設定した
区分線１・区分線２によって、高度急性期/急性期/回復期を区分する。

 特殊性の強い周産期・小児・緩和ケアは切り分けて考える。

機能区分の枠組み

切り分け

具体的な機能に応じて区分線を引く

大区分４機能
緩和ケア小児周産期主に成人

小児入院医療
管理料1PICU

MFICU 
NICU 
GCU一 有 区分線1床

救命救急
ICU

SCU HCU
高度急性期

緩和ケア病棟
(放射線治療あり)

小児入院医療管理料2,3
小児科の一般病棟7:1

産科の一般病棟
産科の有床診療所

区分線2

地
域
包
括
ケ

診
療
所
の
一

般
病

棟

急性期

小児入院医療管理料4,5小
児科の一般病棟7:1以外小

児科の有床診療所

般 ア病 病
床 棟回復期

リハビリ病棟回復期

緩和ケア病棟
(放射線治療なし)

療養病棟
特殊疾患病棟
障害者施設等

慢性期

地域の実情に応じた定量的な基準の導入：埼玉県の例
制度
改正等

第14回地域医療構想に関するWG
（平成30年６月15日） 資料２－２
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急性期の報告の「奈良方式」

地域の実情に応じた定量的な基準の導入：奈良県の例
制度
改正等

連携の強化

急性期
急性期患者
の状態の早
期安定化

慢性期
長期にわたり療養が
必要な患者

軽症急性期を中心とする病棟
(比較的軽度・軽症)

機能：比較的症状が軽い患者に対する急
性期医療を提供している病棟

• 緊急で重症な患者を受け入れる役割
の向上（ＥＲ体制の整備）

• 後方病院等との病病連携の強化、退
院支援の強化を通じ、在院日数の短
縮を進める高度急性期

3,000点以上

急性期
600～3,000点未満

回復期
175点～600点未

満

回復期リハ病床

慢性期
障害者病棟、特殊病棟、療養

病床医療区分１の30%   等

地域医療構想
（将来の病床数の必要量）

重症急性期を中心とする病棟
(比較的重度・重症)

機能：救急患者の受入、手術などの
重症患者の受入を主とする病棟

• 地域の医療・介護事業所との連携を
強化する

• 在宅患者の増悪時の救急受入、嚥
下・排泄へのリハなど在宅生活に必
要な医療機能を高める

圏
域
ご
と
に
機
能
の
過
不
足
が
あ
る
場
合
は
調
整

病床機能報告

高度急性期
急性期患者の状態の早期安

定化、診療密度が高い

回復期
急性期を経過した
患者への在宅復帰

「断らない病院」
へ機能強化

「面倒見のいい病院」
へ機能強化

機能の明確化
「重症急性期」病棟は

50床あたり

手術＋救急入院＞１日２件
を目安

● 病床機能報告に加え、奈良県独自に急性期を重症と軽症に区分する目安を示して報告
を求め、施策の対象となる医療機能を明確化。重症な救急や高度医療を担う「断らない
病院」と、地域包括ケアを支える「面倒見のいい病院」へ機能分化、強化を推進。
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（課題）

〇新たな機能別必要病床数の推計が必要
・現在は2013年度データによる

〇病床機能の定義が客観的でない
・回復期病床の定義：診療報酬と紐づけ？

〇病床機能（特に急性期と回復期）に焦点が集中しすぎ
・重要なのは地域包括ケア（在宅医療や介護との連携）
・慢性期病床には在宅医療も含まれていたはず

〇病床の問題は医療従事者の問題と一体化
・医師の地域偏在、人口減少と労働力不足

〇インセンティブの適切性
・医療介護総合確保基金の運用が適切か
・民間病院にとっては経営問題

〇「病院」の機能についての区分がない
・特定機能病院と一般の病院を同一視できるか

10



医療提供体制の課題と今後

Ⅰ．医療機関の課題と方向

（１）地域医療構想：課題と今後
（２）患者の受診行動と病院の機能区分：紹介受診重点医療機関と選定療養
（３）外来医療計画/外来機能報告：外来機能の透明化、医師の地域偏在対策
（４）かかりつけ医機能：機能と制度
（５）遠隔医療の推進：コロナ＋医療DX→拡大

Ⅱ．医師関連の課題と方向

（１）医師の働き方改革：勤務医の長時間労働規制
（２）医師の地域偏在対策：

Ⅲ．その他

（１）感染症対策：医療計画に加わる
（２）医薬品の安定供給：安定供給とドラッグ・ラグ
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１．外来医療の課題
○ 患者の医療機関の選択に当たり、外来機能の情報が十分得られず、また、患者にいわゆる大病院志向がある中、一部
の医療機関に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じている。

○ 人口減少や高齢化、外来医療の高度化等が進む中、かかりつけ医機能の強化とともに、外来機能の明確化･連携を進
めていく必要｡

２．改革の方向性
○ 地域の医療機関の外来機能の明確化･連携に向けて、データに基づく議論を地域で進めるため、
① 医療機関が都道府県に外来医療の実施状況を報告する。
② ①の外来機能報告を踏まえ、「地域の協議の場」において、外来機能の明確化・連携に向けて必要な協議を行う。

→ ①・②において、協議促進や患者の分かりやすさの観点から、「医療資源を重点的に活用する外来」を地域で基
幹的に担う医療機関（紹介患者への外来を基本とする医療機関）を明確化
• 医療機関が外来機能報告の中で報告し、国の示す基準を参考にして、地域の協議の場で確認することにより決定

患者の流れがより円滑になることで、病院の外来患者の待ち時間の短縮や勤務医の外来負担の軽減、医師働き方改革に寄与

紹介

「医療資源を重点的に活用する外来」を地域で基幹的に
担う医療機関（紹介患者への外来を基本とする医療機関）

逆紹介

外来機能報告、「地域の協議の場」での協議、紹
介患者への外来を基本とする医療機関の明確化

かかりつけ医機能を担う医療機関

病院の外来患者の待ち時間
の短縮、勤務医の外来負担
の軽減、医師働き方改革

かかりつけ医機能の強化
（好事例の収集、横展開等）

〈「医療資源を重点的に活用する外来」のイメージ〉
○医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来 （悪性腫瘍手術の前後の外来 など）
○高額等の医療機器・ 設備を必要とする外来（外来化学療法、外来放射線治療 など）
○特定の領域に特化した機能を有する外来 （紹介患者に対する外来 など）

外来医療の機能の明確化･連携 令和３年２月８日医療部会資料

紹介受診重点医療機関
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初診の外来に占める「医療資源を重点的に活用する外来」の割合が40％以上である医療機関の分布

初診の外来における「医療資源を重点的に活用する外来」の割合が40%以上である医療機関の割合＝ 初診の「医療資源を重点的に活用する外来」の割合が40%以上である医療機関の施設数
施設数全体

出典：レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB)より医政局において作成

（注）
・外来受診回数ベースでの集計（ただし、同日に同一の医療機関を複数回受診した場合は同日再診としてカウントしない）
・2019年度１年間での集計。外来受診の中には在宅での受診を含まない。
・精神科病院を除いて集計している。

・病床数は許可病床数

100%

93%

93%

55%

84%

69%

56%

34%

17%

11%

25%

10%

3%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

特定機能病院

地域医療支援病院（200床以上）

地域医療支援病院

200以上

500-

400-499

300-399

200-299

100-199

20-100

病院

有床診療所

無床診療所

全医療機関

初診の外来に占める「医療資源を重点的に活用する外来」の割合が40％以上である医療機関の割合

令和3年10月20日 外来機能報告等に関するワーキンググループ資料
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再診の外来に占める「医療資源を重点的に活用する外来」の割合が25％以上である医療機関の分布

再診の外来に占める「医療資源を重点的に活用する外来」の割合が25%以上である医療機関の割合＝
再診の「医療資源を重点的に活用する外来」の割合が25%以上である医療機関の施設数

施設数全体

出典：レセプト情報・特定健診等情報データベース（NDB)より医政局において作成

（注）
・外来受診回数ベースでの集計（ただし、同日に同一の医療機関を複数回受診した場合は同日再診としてカウントしない）
・2019年度１年間での集計。外来受診の中には在宅での受診を含まない。
・精神科病院を除いて集計している。

・病床数は許可病床数

81%

89%

88%

51%

75%

63%

52%

33%

20%

14%

26%

8%

3%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

特定機能病院

地域医療支援病院（200床以上）

地域医療支援病院

200以上

500-

400-499

300-399

200-299

100-199

20-100

病院

有床診療所

無床診療所

全医療機関

再診の外来に占める「医療資源を重点的に活用する外来」の割合が25％以上である医療機関の割合

令和3年10月20日 外来機能報告等に関するワーキンググループ資料
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出典：特定機能病院一覧等を基に作成（一般病床規模別の病院数は平成29年度医療施設調査より集計）

※   病床数は一般病床の数であり、特定機能病院は平成31年４月、地域医療支援病院は平成30年12月時点。

400床以上
538
(6.4%)

200～399床
816
(9.7%)

200床未満

全体

7,0587,031270
(83.9%)(83.6%)(0.3%)(0%)

8,4127,71960786
(100%)(91.8%)(7.2%)(1.0%)

現在の定額負担
（義務）対象病院

定額負担の対象病院拡大について

現在の定額負担
（任意）対象病院

〇 大病院と中小病院・診療所の外来における機能分化を推進する観点から、紹介状がない患者の大病院外来の初診・再診時の定
額負担制度の拡充する必要がある。

〇 現在、外来機能報告（仮称）を創設することで、新たに「医療資源を重点的に活用する外来」（仮称）を地域で基幹的に担う
医療機関（紹介患者への外来を基本とする医療機関）を、地域の実情を踏まえつつ、明確化することが検討されている。

○ 紹介患者への外来を基本とする医療機関は、紹介患者への外来医療を基本として、状態が落ち着いたら逆紹介により再診患者を地
域に戻す役割を担うこととしており、こうした役割が十分に発揮され、保険医療機関間相互間の機能の分担が進むようにするために、当該
医療機関のうち、現在選定療養の対象となっている一般病床数200床以上の病院を、定額負担制度の徴収義務対象に加えること
とする。

病床数（※） 特定機能病院 地域医療支援病院 その他 全体

基幹的に担う医療
機関（紹介患者へ
の外来を基本とする
医療機関）

86
(1.0%)

328
(3.9%)

0
(0%)

252
(3.0%)

564
(6.7%)

124
(1.5%)

医療保険部会資料(一部改)(令和2年12月23日)

拡大
「医療資源を重点的
に活用する外来」
（仮称）を地域で

紹介受診重点医療機関

紹介受診重点医療機関
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｢医療資源を重点的に活用する外来｣に該当する外来の項目（案）

○ ｢医療資源を重点的に活用する外来｣の具体的な内容について、｢医療資源を重点的に活用する外来｣の実
施状況のデータ分析で仮に設定した、以下の診療報酬の外来の項目（案）を検討してはどうか。

① 医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
次のいずれかに該当した入院を「医療資源を重点的に活用する入院」とし、その前後30日間の外来の受診を、類型①に該当

する｢医療資源を重点的に活用する外来｣を受診したものとする。（例：がんの手術のために入院する患者が術前の説明･検査や術後のフォ
ローアップを外来で受けた等）

Ｋコード（手術）を算定
Ｊコード（処置）のうちＤＰＣ入院で出来高算定できるもの（※１）を算定
※１： 6000㎠以上の熱傷処置、慢性維持透析、体幹ギプス固定等、1000点以上のもの

Ｌコード（麻酔）を算定
ＤＰＣ算定病床の入院料区分
短期滞在手術等基本料２、３を算定

② 高額等の医療機器・設備を必要とする外来
次のいずれかに該当した外来の受診を、類型②に該当する｢医療資源を重点的に活用する外来｣を受診したものとする。

外来化学療法加算を算定

外来放射線治療加算を算定
短期滞在手術等基本料１を算定
Ｄコード（検査）、Ｅコード（画像診断）、Ｊコード（処置）のうち地域包括診療料において包括範囲外とされているもの（※２）
を算定
※２： 脳誘発電位検査、CT撮影等、550点以上のもの

Ｋコード（手術）を算定
Ｎコード（病理）を算定

③ 特定の領域に特化した機能を有する外来（紹介患者に対する外来等）
次のいずれかに該当した外来の受診を、類型③に該当する｢医療資源を重点的に活用する外来｣を受診したものとする。

ウイルス疾患指導料を算定

難病外来指導管理料を算定

診療情報提供料Ⅰを算定した30日以内に別の医療機関を受診した場合、当該「別の医療機関」の外来

令和3年7月28日 外来機能
報告等に関するワーキング
グループ資料

紹介受診重点医療機関
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医療提供体制の課題と今後

Ⅰ．医療機関の課題と方向

（１）地域医療構想：課題と今後
（２）患者の受診行動と病院の機能区分：重点医療機関と選定療養
（３）外来医療計画/外来機能報告：外来機能の透明化、医師の地域偏在対策
（４）かかりつけ医機能：機能と制度
（５）遠隔医療の推進：コロナ＋医療DX→拡大

Ⅱ．医師関連の課題と方向

（１）医師の働き方改革：勤務医の長時間労働規制
（２）医師の地域偏在対策：

Ⅲ．その他

（１）感染症対策：医療計画に加わる
（２）医薬品の安定供給：安定供給とドラッグ・ラグ
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外来医療計画

 外来医療計画とは、医療法（昭和23年法律第205号）第30条の４第２項第10号の規定に基づく、医療計画における「外来
医療に係る医療提供体制の確保に関する事項」を定めたものである。

 都道府県は、二次医療圏その他当該都道府県の知事が適当と認める区域（以下「対象区域」という。）ごとに、協議の場を設
け、関係者との連携を図りつつ協議を行い、その結果を取りまとめ公表。

 令和元年度中に各都道府県において外来医療計画を策定し、令和２年度から取組を進めている。令和６年度以降は３年毎
に外来医療計画を見直すこととしている。

概要

①外来医師偏在指標を踏まえた外来医療に係る医療提供体制の状況

診療所の医師の多寡を外来医師偏在指標として可視化。外来医師偏在指標や医療機関のマッピングに関する情報等、開業に当たって参考となるデー
タを公表し、新規開業希望者等に情報提供。

②外来機能報告を踏まえた「医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関」（紹介受診重点医療機関）＊

③外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進

病床機能報告対象医療機関等が都道府県に外来医療の実施状況を報告（外来機能報告）し、「地域の協議の場」において、外来機能の明確化・連
携に向けて必要な協議。「医療資源を重点的に活用する外来」を地域で基幹的に担う医療機関（紹介受診重点医療機関）を明確化。

④複数の医師が連携して行う診療の推進

⑤医療提供施設の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具の効率的な活用
地域ごとの医療機器の配置状況を可視化し、共同利用を推進。

⑥その他外来医療に係る医療提供体制を確保するために必要な事項

外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項 （法第30条の18の４）

外来医療の協議の場 （外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン）

（区 域） 二次医療圏その他当該都道府県の知事が適当と認める区域

（構成員） 診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者

（その他） 地域医療構想調整会議を活用することが可能

＊令和４年４月施行
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【地域の協議の場】

①医療資源を重点的に活用する外来に関する基準（※）を満たした医療機関に
ついては、紹介受診重点医療機関の役割を担う意向を確認し、紹介率・逆紹
介率等も参考にしつつ協議を行う。
（※）初診に占める重点外来の割合40％以上 かつ

再診に占める重点外来の割合25％以上

②医療資源を重点的に活用する外来に関する基準を満たさない医療機関であっ
て、紹介受診重点医療機関の役割を担う意向を有する医療機関については、紹
介率・逆紹介率等（※）を活用して協議を行う。
（※）紹介率50％以上及び逆紹介率40％以上

③協議が整った場合に、紹介受診重点医療機関として都道府県が公表する。

○ 外来機能の明確化・連携を強化し、患者の流れの円滑化を図るため、医療資源を重点的に活用する外来の機能に着目して、
以下のとおり紹介患者への外来を基本とする医療機関（紹介受診重点医療機関）を明確化する。
①外来機能報告制度を創設し、医療機関が都道府県に対して外来医療の実施状況や紹介受診重点医療機関となる意向の有
無等を報告し、
②「地域の協議の場」において、報告を踏まえ、協議を行い、協議が整った医療機関を都道府県が公表する。
※紹介受診重点医療機関（一般病床200床以上の病院に限る。）は、紹介状がない患者等の外来受診時の定額負担の対象となる。

地域の協議の場
における協議

紹介受診重点医療機関について

【外来機能報告】

○「医療資源を重点的に活用する外来（重点外来）」等の実施状況
・医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
・高額等の医療機器・設備を必要とする外来
・特定の領域に特化した機能を有する外来

○紹介・逆紹介の状況
○紹介受診重点医療機関となる意向の有無
○その他、地域の協議の場における外来機能の明確化・連携の推進

のための必要な事項

紹介

逆紹介

かかりつけ医機能を担う医療機関

・病院の外来患者の待ち時間の短縮
・勤務医の外来負担の軽減
等の効果を見込む

患者がまずは地域の「かかりつけ医
機能を担う医療機関」を受診し、必
要に応じて紹介を受けて紹介受診
重点医療機関を受診する。
状態が落ち着いたら逆紹介を受けて
地域に戻る受診の流れを明確化。

国民への周知・啓発

紹介受診重点医療機関
外来機能報告（重点外来の項目、意向等）

医療機関 都道府県

⇒公表

19



外来機能報告

報告項目

報告頻度目的

「地域の協議の場」での議論に活用。令和４年度については、外来機能報告等の施行
初年度であるため、紹介受診重点医療機関の明確化に資する協議を中心に行う。

医療資源を重点的に活用する外来（重点外来）

対象医療機関

患者の流れがより円滑になることで、病院の外来患者の待ち時間の短縮や
勤務医の外来負担の軽減、医師の働き方改革に寄与。

（１）医療資源を重点的に活用する外来の実施状況

（２）紹介受診重点医療機関となる意向の有無

（３）地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要なその他の事項
紹介・逆紹介の状況、外来における人材の配置状況、外来・在宅医療・地域連携の実施
状況（生活習慣病管理料や在宅時医学総合管理料等の算定件数） 等

 「紹介受診重点医療機関（医療資源を重点的に活用する外来を地域で
基幹的に担う医療機関）」の明確化

地域の外来機能の明確化・連携の推進

義務： 病院・有床診療所
任意： 無床診療所

参考： 医療法（一部抜粋）
第30条の18の２ 病床機能報告対象病院等であつて外来医療を提供するもの（以下この条において「外来機能報告対象病院等」という。）の管理者は、地域にお

ける外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該外来機能報告対象病院
等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。

第30条の18の ３ 患者を入院させるための施設を有しない診療所（以下この条において「無床診療所」という。）の管理者は、地域における外来医療に係る病院及

び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該無床診療所の所在地の都道府県知事に報告すること
ができる。

 医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
例）悪性腫瘍手術の前後の外来

 高額等の医療機器・設備を必要とする外来
例）外来化学療法、外来放射線治療

 特定の領域に特化した機能を有する外来
例）紹介患者に対する外来

年１回
（10～11月に報告を実施）

医療法第30条の18の２及び第30条の18の３の規定に基づき、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連
携の推進のため、医療機関の管理者が外来医療の実施状況等を都道府県知事に報告をするもの。令和３年５月に「良質かつ適切
な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」（令和３年法律第49号）が成 立・公

布され、医療法に新たに規定された（令和４年４月１日施行）。

参考にする紹介率・
逆紹介率の水準

意向はあるが基準を
満たさない場合

紹介受診重点
医療機関の基準

上記の外来の件数の占める割合が
• 初診の外来件数の40％以上

かつ
• 再診の外来件数の25％以上

紹介受診重点医療機関として取りまとめ

• 紹介率50％以上
かつ

• 逆紹介率40％以上
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医療提供体制の課題と今後

Ⅰ．医療機関の課題と方向

（１）地域医療構想：課題と今後
（２）患者の受診行動と病院の機能区分：重点医療機関と選定療養
（３）外来医療計画/外来機能報告：外来機能の透明化、医師の地域偏在対策
（４）かかりつけ医機能：機能と制度
（５）遠隔医療の推進：コロナ＋医療DX→拡大

Ⅱ．医師関連の課題と方向

（１）医師の働き方改革：勤務医の長時間労働規制
（２）医師の地域偏在対策：

Ⅲ．その他

（１）感染症対策：医療計画に加わる
（２）医薬品の安定供給：安定供給とドラッグ・ラグ
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かかりつけ医の定義と機能（日本医師会・四病院団体協議会）

出典：「医療提供体制のあり方」日本医師会・四病院団体協議会合同提言（平成25年8月8日）

「かかりつけ医」とは（定義）

なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要なときには専門医、専門医療
機関を紹介でき、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する
医師。

「かかりつけ医機能」

 かかりつけ医は、日常行う診療においては、患者の生活背景を把握し、適切な診療及び保健指導
を行い、自己の専門性を超えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、医療機関等と協
力して解決策を提供する。

 かかりつけ医は、自己の診療時間外も患者にとって最善の医療が継続されるよう、地域の医師、
医療機関等と必要な情報を共有し、お互いに協力して休日や夜間も患者に対応できる体制を構
築する。

 かかりつけ医は、日常行う診療のほかに、地域住民との信頼関係を構築し、健康相談、健診・がん
検診、母子保健、学校保健、産業保健、地域保健等の地域における医療を取り巻く社会的活動、
行政活動に積極的に参加するとともに保健・介護・福祉関係者との連携を行う。また、地域の高齢
者が少しでも長く地域で生活できるよう在宅医療を推進する。

 患者や家族に対して、医療に関する適切かつわかりやすい情報の提供を行う。
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医療提供体制の課題と今後

Ⅰ．医療機関の課題と方向

（１）地域医療構想：課題と今後
（２）患者の受診行動と病院の機能区分：重点医療機関と選定療養
（３）外来医療計画/外来機能報告：外来機能の透明化、医師の地域偏在対策
（４）かかりつけ医機能：機能と制度
（５）遠隔医療の推進：コロナ＋医療DX→拡大

Ⅱ．医師関連の課題と方向

（１）医師の働き方改革：勤務医の長時間労働規制
（２）医師の地域偏在対策：

Ⅲ．その他

（１）感染症対策：医療計画に加わる
（２）医薬品の安定供給：安定供給とドラッグ・ラグ
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検討の背景

厚生労働省は、令和３年６月の規制改革実施計画を踏まえ策定するオンライン診療の更なる活用に向けた基本方針に
ついて、オンライン診療の現実の利用実態を踏まえたより実効的な内容となるよう、策定に当たっては、オンライン診
療を受診したことのある者及び実施した経験のある医師の意見を踏まえるとともに、令和４年１月のオンライン診療指
針の改訂に係る「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」における議論・経緯を踏まえ、
当該基本方針の策定を行う。

規制改革実施計画（ 令和４ 年６ 月７ 日閣議決定）（ 抄）

新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画フォローアップ
（ 令和４ 年６ 月７ 日閣議決定） （ 抄）

地域におけるオンライン診療の幅広く適正な実施など遠隔医療の活用の促進のため、2022年度中に、遠隔医療が
果
たす役割や患者・住民の理解の推進等も含め、遠隔医療の更なる活用のための基本方針を策定する。また、2022年
度から、地域の医療関係者や関係学会の協力を得ながら、オンライン診療の取組事例の普及や遠隔医療を行う医療
機関への情報通信機器の導入支援を行うとともに患者や住民の理解を得るための講習、普及啓発等を行う。

医療提供体制におけるオンライン診療の果たす役割を明確にし、オンライン診療の適正な実施、国民の医療へのアク
セスの向上等を図るとともに、国民、医療関係者双方のオンライン診療への理解が進み、地域において、オンライン診
療が幅広く適正に実施されるよう、オンライン診療の更なる活用に向けた基本方針を策定し、地域の医療関係者や関係
学会の協力を得て、オンライン診療活用の好事例の展開を進める。

規制改革実施計画（ 令和３ 年６ 月18 日閣議決定）（ 抄）
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Ⅰ 基本方針の目的

・本方針は、厚生労働省が、オンライン診療その他の遠隔医療の実施形態及びその特徴を整理した上で、導入及び実施上の課題及びその解決

に向けて、国、都道府県、市町村を中心とする関係者の望ましい取組みの方向性を提示することで、遠隔医療の導入のための環境の整備を進

め、もってオンライン診療その他の遠隔医療の適正かつ幅広い普及に資することを目的とする。

・ ここでいう「適正」な推進とは、安全性、必要性、有効性、プライバシーの保護等の個別の医療の質を確保するという観点に加え、対面診療と一

体的に地域の医療提供体制を確保する観点も含まれる。

オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針（ 案） の概要- １

・地域でオンライン診療を実施している医療機関について住民が把握しやすいように工夫する 等

期待される役割

○通院に伴う患者負担の軽減及び継続治療の実現

○訪問診療および往診等に伴う医療従事者の負担軽減

○医療資源の柔軟な活用

○患者がリラックスした環境での診療の実施

○感染症への感染リスクの軽減

現状の課題

・医療機関におけるオンライン診療等に関する職員のリテラシーの向上について

・オンライン診療等に用いるシステムの導入・運用について

・オンライン診療等に関する患者の理解促進について

関係者の取組みの方向性
【国の取組み】

・医療機関が導入時に参考とできるような事例集、手引き書、チェックリスト等の作成

・オンライン診療等に関する課題の整理、エビデンスの収集や構築 等

【都道府県及び市町村の取組み】

様々な形態

・D to P

・D to P with D

・D to P with N

・D to P with その他医療従事者

・D to P with オンライン診療支援者（医療従事者以外）

Ⅱ オンライン診療等（ 医師と患者間での遠隔医療）

オンライン診療、オンライン受診勧奨 （患者向けに、診察、診断、診断結果の伝達、処方、医療機関への受診勧奨等をリアルタイムで行う行為）
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現状の課題

・遠隔にいる医師（医療従事者等）の役割と責任の範囲の明確化

・個人情報保護法制に沿った遠隔医療における患者の医療情報の共有

・遠隔医療システムの安全管理、緊急時や不測の事態への対応策の検討 等

期待される役割

○ 医療資源の少ない地域における医療の確保への貢献

○ 効率的・効果的な医療提供体制の整備

○ 医療従事者の働き方改革等への寄与

オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針（ 案） の概要- ２

Ⅲ 医師等医療従事者間での遠隔医療

遠隔放射線画像診断、遠隔病理画像診断、遠隔コンサルテーション、遠隔カンファレンス、遠隔救急支援、12誘導心電図伝送、遠隔ICU、遠隔手術指導等

様々な形態

・D to D

・D to N、D to その他医療従事者

・N to N、N toその他医療従事者、その他医療従事者toその他医療従事者（支援・指導）

１ 地域の医療提供体制の充実に向けた都道府県又は市町村の取組み

２ 医療従事者教育／患者教育の充実

３ 質評価／フィードバック

４ エビデンスの蓄積

５ 新しい技術を踏まえた遠隔医療の推進

関係者の取組みの方向性

【国の取組み】

・医療機関が導入時に参考とできるような事例集、手引き書等の作成

・遠隔医療に関する課題の整理、エビデンスの収集や構築 等

【都道府県及び市町村の取組み】

・遠隔医療に関する地域における先行事例を把握し、導入を検討中の医療機関に対して、導入済みの医療機関を紹介するなど、医療機関間の

連携関係の構築を支援する 等

Ⅳ その他遠隔医療に関連する事項
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Ⅰ．医療機関の課題と方向

（１）地域医療構想：課題と今後
（２）患者の受診行動と病院の機能区分：重点医療機関と選定療養
（３）外来医療計画/外来機能報告：外来機能の透明化、医師の地域偏在対策
（４）かかりつけ医機能：機能と制度
（５）遠隔医療の推進：コロナ＋医療DX→拡大

Ⅱ．医師関連の課題と方向

（１）医師の働き方改革：勤務医の長時間労働規制
（２）医師の地域偏在対策：

Ⅲ．その他

（１）感染症対策：医療計画に加わる
（２）医薬品の安定供給：安定供給とドラッグ・ラグ
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[背景]

１．安倍政権下の「働き方改革」
日本の長い労働時間の改善←低い生産性、

勤務医労働も例外でない

２．勤務医に対するこれまでの長時間労働規制
医療の特性への配慮

〇公共性→応召義務（→勤務時間との関係（通達2019/12）
〇（医療需要の）不確実性→勤務時間が不確実
〇労働と自己研鑽（研究）の未分化
→勤務時間と自己研鑽時間の区別が困難（大学病院など大病院）

労働基準法は謙抑的な適応

３．長時間労働の恒常化
〇医師の時間外労働時間（2016年度、2019年度）：約４割が960時間超、約1割が1860時間超
〇医師の長時間労働の問題：勤務医の過労死、睡眠不足等による医療の質の低下
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1. 医師の勤務時間の実際

まず平成28年度、令和元年度に実施された医師の勤務実態調査から医師の勤務時間の実態を見てみよう。

医師の時間外労働は約4割が年960時間を超え、約1割は年1,860時間を超えていた。労働基準法により一般労
働者の時間外労働の上限は年720時間と定められていることから、医師の労働時間は実際に非常に長いことが分
かる。
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〇診療科別の週当たりの勤務時間は、外科、脳神経外科、救急科、産婦人科の勤務時間が長
い。

〇男女別では男性医師の方が女性医師より勤務時間が長い。これは女性医師の方が勤務時間
の比較的短い診療科（眼科、皮膚科等）に従事しているからだと思われる。

〇年齢別では男女とも20代、30代の勤務時間が長い。

〇所属する病院種別では、長時間労働の割合は大学病院、救急病院、病院全体の順で高い。

労働時間の上限規制の影響は診療科、病院のタイプにより異なる。
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病院種別週当たり勤務時間の割合
（救急病院：三次救急＋救急車1000台受入二次救急）

週当たり勤務時間
年齢・男女別診療科別

全体救急病院大学病院勤務時間女性医師男性医師年代勤務時間診療科
13.7%9.8%9.2%40時間未満58時間20分61時間34分20代56時間13分内科

22.3%20.2%17.9%40～50時間未満51時間42分61時間54分30代61時間54分外科

26.3%27.5%25.8%50～60時間未満49時間15分59時間34分40代54時間15分小児科

18.9%20.9%23.1%60～70時間未満51時間32分56時間16分50代58時間47分産婦人科

10.4%12.1%12.4%70～80時間未満44時間44分47時間20分60代以上47時間50分精神科

5.0%5.9%7.0%80～90時間未満52時間16分57時間35分全平均53時間51分皮膚科
2.3%2.5%3.0%90～100時間未満50時間28分眼科
1.2%1.2%1.6%100時間以上55時間02分耳鼻咽喉科

56時間59分泌尿器科
58時間50分整形外科
61時間52分脳神経外科
54時間29分形成外科
60時間57分救急科
54時間06分麻酔科
52時間54分放射線科
50時間24分リハビリ科
52時間49分病理診断科
46時間10分臨床検査科
57時間15分総合診療科
57時間26分臨床研修医
56時間22分全平均 36



[長時間労働短縮化に対する考え]

１．積極的支持：労働法学者、労働組合（連合、自治労）、過労死医師遺族etc.
〇医師の心身の健康
〇医療の質の担保
〇女性医師への対応

２．消極的？/疑問：病院管理者、医師不足地域の首長etc.
〇医師不足地域の首長：医師不足の加速化
〇大病院（大学病院等）：臨床医学の停滞、研修の停滞、医局員の減少
〇中堅市中病院：非常勤医師の確保困難
〇（一部の勤務医：アルバイトの制限）
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［労働時間の上限］

〇一般労働者の時間外労働の上限は年360時間、1か月45時間が原則であるが、36（サブロク）協定に
より例外が認められる。その場合でも、年720時間、1か月100時間未満が上限。

〇医師の時間外労働については医療の特殊性（不確実性、公共性）を考慮して、上限を一般より引き
上げる。基本は年960時間であるが、長時間労働が必要だと認められるケースでは年1,860時間まで認め
られる。

〇年960時間の根拠は、脳・心臓疾患の労災認定基準における時間外労働の水準（いわゆる過労死ライ
ン）が月80時間以内であることから、80時間×12か月＝960時間とされた。

〇年1,860時間については、勤務医の勤務時間調査から上位10％の水準を根拠とした。
平成28年度（2016年度）、令和元年度（2019年度）に実施された医師の勤務実態調査によれば、時間
外労働が年960時間以下の医師は約6割、年960時間～年1,860時間の医師が約3割、1,860時間を超えて
いる医師は約1割であった。

〇年1,860時間については、一般が年720時間であることと比較して、医師の長時間労働を是正すると
いう視点からほど遠いという反対意見があったが、極端な時短は地域医療等へ影響を及ぼすことが懸
念され、また制度導入後、1,860時間を段階的に短縮し、2035年度末には960時間にまで引き下げること
が盛り込まれた。
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［長時間労働に伴う追加的健康確保措置の導入］

〇新しい制度では年間上限960時間、1,860時間のどちらの場合でも、1か月の上限は一般と
同様に100時間未満としている。しかし、医師の場合、患者数が多い、緊急手術が重なる等
により100時間を超えることも想定されるので、「面接指導」と「休息時間の確保」という追
加的健康確保措置を行うことを条件に月100時間を超過することを認めている。

［面接指導］
① 管理者（事業者）は以下の事項について確認を行う必要がある。
〇前月の休日・時間外労働時間 〇直近2週間の1日平均睡眠時間
〇労働者の疲労蓄積度自己診断チェック

②面接を行う医師は労働安全衛生法に基づく事項（勤務の状況、疲労の蓄積の状況、心身の
状況（うつ症状や心血管疾患のリスクなど）に加え睡眠負債の状況を確認する。

［休息時間の確保］
〇連続勤務時間制限28時間 〇勤務間インターバル9時間の確保 〇代償休息（勤務時間上
限を超えた場合に取得する休息）の取得
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休息時間の確保面接指導：月100
時間超の場合

時間外労働時間
の年間上限

長時間労働の必要性求められる医療機能長時間労働の水準

努力義務義務960時間―一般の医療機関A水準
義務義務派遣元の上限は

年960時間。派遣
先での勤務時間
と通算の上限が
年1,860時間

自院における時間外労働は
年960時間以内であるが、
左記の目的で他の医療機関
での勤務と通算で年960時
間を超える医師が存在する
こと

医師の派遣を通じて、地
域の医療提供体制を確保
するために必要な役割を
担う医療機関

連携B水準

義務義務1,860時間左記の機能を果たすために、
予定される時間外労働が年
960時間を超える医師が存
在すること

〇救急医療、在宅医療、
地域医療への貢献を担う
〇専門的な知識・技術が
求められる医療を提供す
る

B水準

義務
臨床研修医には連
続勤務時間制限を

徹底する

義務1,860時間臨床研修医や専門医取得を
目指す専攻医に適用される
プログラムを勤務時間の視
点から評価

国から臨床研修施設とし
て、日本専門医機構・学
会から専門医研修施設と
して認定された医療機関

C-1

義務義務1,860時間臨床従事6年目以降の者が、
高度技能の育成公益上必要
な分野について、指定され
た医療機関で診療に従事す
る際に適用する

都道府県による施設の承
認、新設される審査組織
による計画の承認が得ら
れた医療機関

C-2水準

長
時
間
労
働
の
水
準
と
医
療
機
関
の
機
能
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第3回医師の働き方改革の施行に向けた準備状況調査第２回 医師の働き方改革の施行に向けた準備状況調査
○大学病院の本院：56病院
第２回調査において、時間外・休日労働時間数が年通算
1,860時間相当を超える医師がいると回答した病院
○都道府県
① 第２回調査において、時間外・休日労働時間数が年通算
1,860時間相当を超える医師がいると回答した医療機関
②地域医療提供体制維持に必須となる医療機関

〇大学病院の本院：81病院
○都道府県：地域医療提供体制維持に必要な医療機関

調 査
対象

令和４年８月22日～令和４年９月16日令和４年７月11日～令和４年８月19日調 査
期間

○大学病院本院に調査票を配布し、回答を集計
○各都道府県へ調査票を配布し、都道府県がとりまとめた回
答を集計

○大学病院本院の各診療科に調査票を配布し、回答を集計
○各都道府県へ調査票を配布し、都道府県がとりまとめた回
答を集計

調 査
方法

○大学病院の本院
令和６年４月時点で副業・兼業先も含めた時間外・休日労働
が年通算1,860時間相当超となることが見込まれる医師数
○都道府県
① 令和６年４月時点で副業・兼業先も含めた時間外・休日労
働が年 通算1,860時間相当超となることが見込まれる医師数
② 令和６年４月時点で医師の引き揚げにより診療機能への支
障を来すことが見込まれる医療機関数

○大学病院の本院
・自院での時間外・休日労働時間数の把握の有無
・副業・兼業先も含めた時間外・休日労働時間数の把握の有
無
・調査時点における副業・兼業先も含めた時間外・休日労働
が年通算1,860時間相当超の医師数
○都道府県
•調査時点における副業・兼業先も含めた時間外・休日労働が
年通算1,860時間相当超の医師数

調 査
事項
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第3回医師準備状況調査第２回準備状況調査
○大学病院の本院
•回答数
大学病院の本院：56病院
•労働時間短縮の取組を実施しても、令和６年４月時
点で副業・兼業先も含めた時間外・休日労働時間数
が年通算1,860時間相当超となることが見込まれる医
師数：
69人（８病院）
○都道府県
•回答数：都道府県：① 47 都道府県、② 46 都道府
県
① 労働時間短縮の取組を実施しても、令和６年４月
時点で副業・兼業先も含めた時間外・休日労働が年
通算1,860時間相当超見込みの医師数：
237人 (病院：204人、有床診療所：33人)
② 医師の引き揚げによる診療機能への支障が見込ま
れる医療機関数：43医療機関

○大学病院の本院
•回答数
大学病院の本院：81病院 診療科：2,455 診療科
•時間外・休日労働時間数の把握状況(診療科単位)
自院の勤務実績： 100%
副業・兼業先の勤務予定： 100%
副業・兼業先の勤務実績 93%
•調査時点における副業・兼業先も含めた時間外・休日
労働時間数が年通算 1,860時間相当超の医師数及び病院
数：1,095人・ 56病院
○都道府県
•回答数： 都道府県：45都道府県
•調査時点における副業・兼業先も含めた時間外・休日
労働時間数が年通算 1,860時間相当超の医師数及び医療
機関数：
993人 (病院：886人、有床診療所：107人)
303 医療機関 (病院：216/4,257、有床診療所：
87/1,427）

調査
結果
概要
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「全国医学部長病院長会議」調査報告
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「全国医学部長病院長会議」調査報告 45



医療提供体制の課題と今後

Ⅰ．医療機関の課題と方向

（１）地域医療構想：課題と今後
（２）患者の受診行動と病院の機能区分：重点医療機関と選定療養
（３）外来医療計画/外来機能報告：外来機能の透明化、医師の地域偏在対策
（４）かかりつけ医機能：機能と制度
（５）遠隔医療の推進：コロナ＋医療DX→拡大

Ⅱ．医師関連の課題と方向

（１）医師の働き方改革：勤務医の長時間労働規制
（２）医師の地域偏在対策：

Ⅲ．その他

（１）感染症対策：医療計画に加わる
（２）医薬品の安定供給：安定供給とドラッグ・ラグ
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医師確保対策に関する取組（全体像）
各都道府県の取組医師養成課程における取組

【医師確保計画】
○ 医師偏在指標により医師偏在の状況を把握
計画期間の終了時点で確保すべき目標医師数を設定

＜具体的な施策＞
●大学と連携した地域枠の設定

●地域医療対策協議会・地域医療支援センター
• 地域医療対策協議会は、医師確保対策の方針（医師養
成、医師の派遣調整等）について協議
• 地域医療支援センターは、地域医療対策協議会の協議結
果に基づき、医師確保対策の事務（医師派遣事務、派遣さ
れる医師のキャリア支援・負担軽減等）を実施

●キャリア形成プログラム（地域枠医師等）
• 「医師不足地域の医師確保」と「派遣される医師の能
力開発・向上」の両立を目的としたプログラム

●認定医師制度の活用
• 医師少数区域等に一定期間勤務した医師を厚労大臣が
認定する制度を活用し、医師不足地域の医師を確保

【大学医学部】
〇 中長期的な観点から、医師の需要・供給推計に基づき、全
国の医師養成数を検討

〇 地域枠（特定の地域や診療科で診療を行うことを条件とし
た選抜枠）の医学部における活用方針を検討

【臨床研修】
〇 全国の研修希望者に対する募集定員の倍率を縮小するとと
もに、都道府県別に、臨床研修医の採用枠の上限数を設定

〇 その際、都市部や複数医学部を有する地域について、上限
数を圧縮するとともに、医師少数地域に配慮した定員設定
を行い、地域偏在を是正

【専門研修】
〇 日本専門医機構において、将来の必要医師数の推計を踏ま
えた都道府県別・診療科別の専攻医の採用上限数（シーリ
ング）を設定することで、地域・診療科偏在を是正
（産科・小児科等の特に確保が必要な診療科や、地域枠医
師等についてはシーリング対象外）

地域の医療を支えている勤務医が、安心して働き続けられる環境を整備することが重要であることから、都道府県・医療勤務環境改善
支援センター等による医療機関への支援を通じて、適切な労務管理や労働時間短縮などの医師の働き方改革を推進。具体的には、
○ 地域医療の確保のためにやむを得ず長時間労働を行う医師について、医療機関における医師の労働時間短縮計画の作成や健康確保措
置等を通じて、労働時間短縮及び健康確保を推進

○ 出産・育児・介護などのライフイベントを経験する医師が、仕事と家庭を両立できるよう勤務環境の改善を推進

医師の働き方改革

令和３年７月29日 第1回地域医療構想・
医師確保計画に関するWG資料(一部改)
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新旧医師偏在指標の区分変動（ 都道府県）

・現在の医師偏在指標（都道府県別）の順位がどのように変動したかを示す。

・新たな都道府県別医師偏在指標では、多数から中程度へ2県、中程度から多数へ2県・少数へ1県、
少数から中程度へ1県が変動し、6県（13%）において区分を跨ぐ変動が見られた。

※速報値であり今後変動があり得る
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新旧医師偏在指標の区分変動（ 二次医療圏）

・現在の医師偏在指標（二次医療圏別）の順位がどのように変動したかを示す。

・新たな二次医療圏別医師偏在指標では、多数から中程度へ7区域、中程度から多数へ11区域・少数へ
12区域、少数から中程度へ12区域が変動し、42区域（13%）において区分を跨ぐ変動が見られた。

※現医師偏在指標での医師多数区域は108区域であるが、新たな医師偏在指標での医師多数区域は上位1/3である112区域として試算。
新たな医師偏在指標では主従按分を加味している。
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医療提供体制の課題と今後

Ⅰ．医療機関の課題と方向

（１）地域医療構想：課題と今後
（２）患者の受診行動と病院の機能区分：重点医療機関と選定療養
（３）外来医療計画/外来機能報告：外来機能の透明化、医師の地域偏在対策
（４）かかりつけ医機能：機能と制度
（５）遠隔医療の推進：コロナ＋医療DX→拡大

Ⅱ．医師関連の課題と方向

（１）医師の働き方改革：勤務医の長時間労働規制
（２）医師の地域偏在対策

Ⅲ．その他

（１）感染症対策：医療計画に加わる
（２）医薬品の安定供給：安定供給とドラッグ・ラグ

52



53



54



55



56



57



58



59



医療提供体制の課題と今後

Ⅰ．医療機関の課題と方向

（１）地域医療構想：課題と今後
（２）患者の受診行動と病院の機能区分：重点医療機関と選定療養
（３）外来医療計画/外来機能報告：外来機能の透明化、医師の地域偏在対策
（４）かかりつけ医機能：機能と制度
（５）遠隔医療の推進：コロナ＋医療DX→拡大

Ⅱ．医師関連の課題と方向

（１）医師の働き方改革：勤務医の長時間労働規制
（２）医師の地域偏在対策

Ⅲ．その他

（１）感染症対策：医療計画に加わる
（２）医薬品の安定供給：安定供給とドラッグ・ラグ
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「医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会」
日本製薬工業協会 岡田安史（2022年9月22日）
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「医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会」
日本製薬工業協会 岡田安史（2022年9月22日）
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ご清聴ありがとうございます。

使用した図表はすべて厚生労働省のHPで公開されているものです
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